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議案第１０３号 

幸手市農村文化センター設置及び管理条例の一部を改正

する条例 

幸手市農村文化センター設置及び管理条例（昭和４８年条例第２３号）の一部を

次のように改正する。 

別表中「円」を削り、「５００」を「７５０円」に、「２２０」を「３００円」

に、「１２０」を「１５０円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る

使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例に

よる。 

  令和６年１１月２９日提出 

幸手市長 木 村 純 夫 

提 案 理 由 

 令和６年７月に改訂した「使用料・手数料の適正化に関する基本方針」に基づき、

使用料の算定を行ったことに伴う所要の改正をしたいので、この案を提出するもの

である。 

 

 


